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○
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
特
定
貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
施
設
等
）

（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
倉
庫

等
）

第
六
条

政
令
附
則
第
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

第
六
条

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
特
定
貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
施
設
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ

ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
倉
庫

は
、
同
号

に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方

運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
の
長
を
含
む
。
）
の
証
明
が
さ
れ
た
特
定
貨
物
自
動
車
中

運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
の
長
を
含
む
。
）
の
証
明
が
さ
れ
た
倉
庫

継
輸
送
施
設
と
す
る
。

と
す
る
。

２

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
冷
蔵
品

は
、
倉
庫
業
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
第
八
類
物
品
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
倉
庫
は
、
倉
庫
業
法
施
行
規
則
第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

一
類
倉
庫
と
す
る
。

２

政
令
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
骨
格
材

３

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
骨
格
材

は
、
そ
の
肉
厚
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
骨
格
材
と
す
る
。

は
、
そ
の
肉
厚
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
骨
格
材
と
す
る
。

４

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
に
規
定
す
る
装
置
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
貯
蔵
槽
ご
と
に
搬
入
す
る
貨
物
の
種
類
及
び
重
量
を
自
動
的
に
指
定
す

る
機
能
を
有
し
、
荷
揚
げ
能
力
が
毎
時
三
百
ト
ン
以
上
で
あ
る
装
置
と
す
る
。

５

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑶
に
規
定
す
る
装
置
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
貯
蔵
槽
ご
と
に
搬
出
す
る
貨
物
の
種
類
及
び
重
量
を
自
動
的
に
指
定
す

る
機
能
を
有
す
る
装
置
と
す
る
。
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６

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑸
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

デ
ー
タ
交
換
シ
ス
テ
ム
（
荷
主
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
間
で
商
取
引
に
関
す

る
デ
ー
タ
を
電
子
的
に
交
換
す
る
シ
ス
テ
ム
に
限
る
。
）

ロ

貨
物
保
管
場
所
管
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
基
づ
き
倉
庫
内
に

お
け
る
貨
物
の
保
管
場
所
を
特
定
す
る
シ
ス
テ
ム
に
限
る
。
）

二

貨
物
の
搬
出
場
所
の
前
面
に
奥
行
き
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
空
地
が
設
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

７

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
⑷
及
び
同
号
ト
⑶
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

一

倉
庫
の
一
の
階
の
い
ず
れ
か
の
外
壁
面
に
貨
物
の
搬
出
入
場
所
が
技
術
的
に
可

能
な
範
囲
で
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
貨
物
の
搬
出
入
場
所
か
ら
奥
行
き
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
荷
さ

ば
き
の
用
に
供
す
る
空
間
が
倉
庫
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
号
に
規
定
す
る
貨
物
の
搬
出
入
場
所
の
前
面
に
奥
行
き
十
五
メ
ー
ト
ル
以

上
の
空
地
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

倉
庫
に
併
設
し
て
流
通
加
工
の
用
に
供
す
る
空
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

無
人
搬
送
車
（
自
動
的
に
走
行
し
、
貨
物
を
搬
送
す
る
機
能
を
有
す
る
車
両

で
あ
つ
て
、
日
本
産
業
規
格
（
産
業
標
準
化
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
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日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
）
Ｄ
六
八
〇
一
に
規
定
さ
れ
た
搬
送
、
移
載
及
び
自

動
走
行
方
式
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ロ

自
動
化
保
管
装
置
（
貨
物
保
管
場
所
管
理
シ
ス
テ
ム
と
連
動
し
て
貨
物
の
出

し
入
れ
を
自
動
的
に
行
う
装
置
で
あ
つ
て
、
地
震
の
影
響
を
軽
減
す
る
機
能
を

有
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ハ

高
度
荷
さ
ば
き
装
置
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

三
十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
で
あ
つ

て
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
も
の
又
は
作
業
員
が
行
う
荷
さ
ば
き
を
補
助
す
る

装
置
で
あ
つ
て
貨
物
の
保
管
場
所
及
び
品
名
、
数
量
等
の
情
報
を
表
示
し
、
若

し
く
は
音
声
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ニ

自
動
検
品
シ
ス
テ
ム
（
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む

。
）
又
は
無
線
設
備
に
よ
り
読
み
取
つ
た
貨
物
の
品
名
、
数
量
等
の
情
報
と
当

該
貨
物
の
入
出
庫
に
係
る
荷
主
か
ら
の
指
図
の
内
容
又
は
帳
簿
上
の
在
庫
の
情

報
と
を
照
合
す
る
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）

８

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
証
明
が
さ
れ
た
倉
庫
は
、
同
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
国

土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
の
長
を
含
む

。
）
の
証
明
が
さ
れ
た
倉
庫
と
す
る
。

３

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証

９

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証

明
が
さ
れ
た
構
築
物

は
、
同
項
に
規
定
す
る

構
築
物

明
が
さ
れ
た
機
械
又
は
設
備
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
械
又
は
設
備
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
の
長
を
含
む
。
）
の
証
明
が
さ
れ
た
構
築
物

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
の
長
を
含
む
。
）
の
証
明
が
さ
れ
た
機
械
又
は
設
備

と
す
る
。

と
す
る
。
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政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
円
滑
化

10
を
図
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
政
令
附

則
第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
倉
庫
に
お
け
る
貨
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
状
況

に
係
る
情
報
並
び
に
当
該
情
報
を
利
用
し
て
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年

法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が

提
供
す
る
当
該
倉
庫
に
到
着
す
る
予
定
時
刻
に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
と

す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

11
る
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

機
械
設
備
の
種
類

基

準

一

到
着
時
刻
表

映
像
面
の
最
大
径
が
三
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
表

示
装
置

示
器
又
は
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
倉

庫
内
の
作
業
に
従
事
す
る
者
の
携
帯
用
の
表
示
器
で
あ
る

こ
と
。

二

特
定
搬
出
用

貯
蔵
槽
ご
と
に
搬
出
す
る
貨
物
の
種
類
及
び
重
量
を
自
動

自
動
運
搬
装
置

的
に
指
定
す
る
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
搬
出
能
力
が
毎
時

百
ト
ン
以
上
で
あ
つ
て
、
自
動
検
量
装
置
（
貨
物
の
重
量

を
自
動
的
に
計
量
す
る
装
置
を
い
う
。
）
が
取
り
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、

12
次
に
掲
げ
る
機
能
と
す
る
。

一

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
登
録
番
号
標
を
撮
影
し
、
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当
該
自
動
車
に
係
る
情
報
を
取
得
す
る
機
能

二

官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
人
工
知
能
関
連
技
術
を
活
用
し
た
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
前
号

の
情
報
の
解
析
を
行
う
機
能

三

赤
外
線
投
光
機
能

４

略

略

13

５

法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
ご
み
処
理
施

法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
ご
み
処
理
施

14

設
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

設
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
ご
み
処
理
施
設
（
焼
却
装
置
、
溶
融
装
置
、
破
砕
装
置
及
び
圧
縮
装
置
並
び
に
こ

る
ご
み
処
理
施
設
（
焼
却
装
置
、
溶
融
装
置
、
破
砕
装
置
及
び
圧
縮
装
置
並
び
に
こ

れ
ら
に
附
属
す
る
搬
送
装
置
、
貯
溜
装
置
、
汚
水
処
理
装
置
、
ば
い
煙
処
理
装
置
、

れ
ら
に
附
属
す
る
搬
送
装
置
、
貯
溜
装
置
、
汚
水
処
理
装
置
、
ば
い
煙
処
理
装
置
、

押
込
装
置
、
梱
包
成
型
装
置
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
、
破
砕
装
置
（

押
込
装
置
、
梱
包
成
型
装
置
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
、
破
砕
装
置
（

溶
融
装
置
に
附
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
集
じ
ん
装
置
そ
の
他
の
附
属
設
備
で
廃

溶
融
装
置
に
附
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
集
じ
ん
装
置
そ
の
他
の
附
属
設
備
で
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
（
廃
棄

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
（
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
九
年

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
九
年

政
令
第
二
百
六
十
九
号
。
第
七
項

に
お
い
て
「
廃
掃
法
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附

政
令
第
二
百
六
十
九
号
。
第
十
六
項
に
お
い
て
「
廃
掃
法
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
（
ボ
イ
ラ
ー
、
温
水

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
（
ボ
イ
ラ
ー
、
温
水

発
生
器
、
蓄
熱
式
熱
交
換
器
、
選
別
装
置
、
梱
包
装
置
、
乾
燥
装
置
、
発
酵
槽
又
は

発
生
器
、
蓄
熱
式
熱
交
換
器
、
選
別
装
置
、
梱
包
装
置
、
乾
燥
装
置
、
発
酵
槽
又
は

反
応
槽
（
熱
回
収
又
は
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
も
の

反
応
槽
（
熱
回
収
又
は
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
六
項
の
変
更
の
認
定

に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
六
項
の
変
更
の
認
定

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

６
～

略

～

略

13

15

22

政
令
附
則
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
償
却
資
産
は
、
緊

政
令
附
則
第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
償
却
資
産
は
、
緊

14

23

急
地
震
速
報
受
信
装
置
及
び
緊
急
遮
断
装
置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の

急
地
震
速
報
受
信
装
置
及
び
緊
急
遮
断
装
置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
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も
の
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
償
却
資
産
と
す
る
。

も
の
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
償
却
資
産
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃

政
令
附
則
第
十
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃

15

24

機
関
を
有
し
な
い
も
の
に
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

機
関
を
有
し
な
い
も
の
に
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
水
素
ガ
ス
圧
縮
機
又
は
液
体
水
素
圧
縮
機
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
を
同
時
に
設

の
は
、
水
素
ガ
ス
圧
縮
機
又
は
液
体
水
素
圧
縮
機
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
を
同
時
に
設

置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
設
備
（
当
該
設
備
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
制
御
装
置

置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
設
備
（
当
該
設
備
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
制
御
装
置

、
サ
ク
シ
ョ
ン
ス
ナ
ッ
パ
ー
、
蓄
圧
器
、
ガ
ス
圧
縮
機
用
冷
却
・
加
温
装
置
、
計
装

、
サ
ク
シ
ョ
ン
ス
ナ
ッ
パ
ー
、
蓄
圧
器
、
ガ
ス
圧
縮
機
用
冷
却
・
加
温
装
置
、
計
装

空
気
圧
縮
機
、
冷
却
散
水
ポ
ン
プ
、
貯
水
槽
、
水
素
受
入
装
置
、
水
素
製
造
原
料
受

空
気
圧
縮
機
、
冷
却
散
水
ポ
ン
プ
、
貯
水
槽
、
水
素
受
入
装
置
、
水
素
製
造
原
料
受

入
装
置
、
貯
槽
、
水
素
払
出
装
置
、
水
素
製
造
原
料
払
出
装
置
、
気
化
器
、
付
臭
装

入
装
置
、
貯
槽
、
水
素
払
出
装
置
、
水
素
製
造
原
料
払
出
装
置
、
気
化
器
、
付
臭
装

置
、
自
然
蒸
発
水
素
処
理
設
備
、
水
素
発
生
設
備
、
水
素
精
製
設
備
、
水
素
放
散
処

置
、
自
然
蒸
発
水
素
処
理
設
備
、
水
素
発
生
設
備
、
水
素
精
製
設
備
、
水
素
放
散
処

理
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
設
備
、
障
壁
、
防
火
壁
、
万
代
塀
、
ガ
ス
検
知
器
、
キ
ャ
ノ

理
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
設
備
、
障
壁
、
防
火
壁
、
万
代
塀
、
ガ
ス
検
知
器
、
キ
ャ
ノ

ピ
ー
又
は
配
管
を
含
む
。
）
と
す
る
。

ピ
ー
又
は
配
管
を
含
む
。
）
と
す
る
。

略

略

16

25

政
令
附
則
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

政
令
附
則
第
十
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

17

26

算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
と
す
る
。

め
る
金
額
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

及
び

略

及
び

略

18

19

27

28

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
輸
送
の

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
輸
送
の

20

29

需
要
に
応
ず
る
鉄
道
又
は
軌
道
に
係
る
事
業
を
営
む
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る

需
要
に
応
ず
る
鉄
道
又
は
軌
道
に
係
る
事
業
を
営
む
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
鉄
道
事
業
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
に

も
の
は
、
鉄
道
事
業
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
鉄
道
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
軌
道
法
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営

お
い
て
「
鉄
道
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
軌
道
法
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営

者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の

者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の
と
す
る
。

以
外
の
も
の
と
す
る
。
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一
～
五

略

一
～
五

略

～

略

～

略

21

23

30

32

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
も

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
も

24

33

の
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る

の
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る

車
両
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
車
両
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通

車
両
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
車
両
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
と
す
る
。

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

略

略

25

34

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
及

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
及

26

35

び
償
却
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
と
す
る
。

び
償
却
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
及

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
及

27

36

び
償
却
資
産
は
、
水
道
の
用
に
供
す
る
ダ
ム
に
よ
り
貯
留
さ
れ
て
い
る
水
の
当
該
ダ

び
償
却
資
産
は
、
水
道
の
用
に
供
す
る
ダ
ム
に
よ
り
貯
留
さ
れ
て
い
る
水
の
当
該
ダ

ム
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
供
給
に
係
る
部
分
（
当
該
家
屋
及
び
償
却
資

ム
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
供
給
に
係
る
部
分
（
当
該
家
屋
及
び
償
却
資

産
の
価
格
に
当
該
供
給
さ
れ
る
水
の
量
の
当
該
ダ
ム
に
よ
り
水
道
に
供
給
さ
れ
て
い

産
の
価
格
に
当
該
供
給
さ
れ
る
水
の
量
の
当
該
ダ
ム
に
よ
り
水
道
に
供
給
さ
れ
て
い

る
水
の
量
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
も
の
と
し
て
区
分
さ
れ
た
家
屋

る
水
の
量
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
も
の
と
し
て
区
分
さ
れ
た
家
屋

及
び
償
却
資
産
を
い
う
。
）
と
す
る
。

及
び
償
却
資
産
を
い
う
。
）
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

28

37

に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
認
定
事
業
は
、
当
該
認
定
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
認
定
事

に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
認
定
事
業
は
、
当
該
認
定
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
認
定
事

業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
都

業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
都

市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
お
い
て
当
該
認
定
事
業
の
事
業
区
域
に
隣
接
し
、
又
は

市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
お
い
て
当
該
認
定
事
業
の
事
業
区
域
に
隣
接
し
、
又
は

近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
他
の
都
市
開
発
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
他
の
都
市
開

近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
他
の
都
市
開
発
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
他
の
都
市
開

発
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
さ
れ
、
又
は
施
行
さ
れ

発
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
さ
れ
、
又
は
施
行
さ
れ
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る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
認
定
事
業
及
び
当
該
他
の
都
市

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
認
定
事
業
及
び
当
該
他
の
都
市

開
発
事
業
の
事
業
区
域
の
面
積
の
合
計
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
こ
と
に
つ
い

開
発
事
業
の
事
業
区
域
の
面
積
の
合
計
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
、
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

て
、
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
都
市
の
居
住
者
の
利
便
の
向
上
に
資

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
都
市
の
居
住
者
の
利
便
の
向
上
に
資

29

38

す
る
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
利
用

す
る
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
利
用

に
つ
い
て
対
価
又
は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
。

に
つ
い
て
対
価
又
は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
。

）
で
あ
つ
て
、
都
市
の
居
住
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き

）
で
あ
つ
て
、
都
市
の
居
住
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き

国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

及
び

略

及
び

略

30

31

39

40

法
附
則
第
十
五
条
第
十
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
木
竹
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ

法
附
則
第
十
五
条
第
十
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
木
竹
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ

32

41

れ
る
燃
料
を
製
造
す
る
た
め
の
設
備
は
、
木
質
固
形
燃
料
製
造
設
備
（
農
林
漁
業
有

れ
る
燃
料
を
製
造
す
る
た
め
の
設
備
は
、
木
質
固
形
燃
料
製
造
設
備
（
農
林
漁
業
有

機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
。
第
三
十
六
項
に
お
い
て
「
利
用
促
進
法
施

（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
。
第
四
十
五
項
に
お
い
て
「
利
用
促
進
法
施

行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
木
竹
に
由
来
す
る
農
林
漁
業
有
機
物

行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
木
竹
に
由
来
す
る
農
林
漁
業
有
機
物

資
源
を
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に
し
、
乾
燥
し
、
か
つ
、
一
定
の
形
状
に
圧
縮

資
源
を
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に
し
、
乾
燥
し
、
か
つ
、
一
定
の
形
状
に
圧
縮

成
形
し
た
も
の
を
製
造
す
る
も
の
で
、
破
砕
機
、
乾
燥
機
及
び
圧
縮
成
形
装
置
を
同

成
形
し
た
も
の
を
製
造
す
る
も
の
で
、
破
砕
機
、
乾
燥
機
及
び
圧
縮
成
形
装
置
を
同

時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置

時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置

す
る
専
用
の
原
料
受
入
・
供
給
装
置
、
選
別
機
、

篩

分
機
、
集
じ
ん
装
置
、
自
動

す
る
専
用
の
原
料
受
入
・
供
給
装
置
、
選
別
機
、

篩

分
機
、
集
じ
ん
装
置
、
自
動

ふ
る
い

ふ
る
い

調
整
装
置
、
冷
却
装
置
、
貯
蔵
装
置
、
搬
送
装
置
、
出
荷
装
置
、
送
風
機
又
は
配
管

調
整
装
置
、
冷
却
装
置
、
貯
蔵
装
置
、
搬
送
装
置
、
出
荷
装
置
、
送
風
機
又
は
配
管

を
含
む
。
）
の
う
ち
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事

を
含
む
。
）
の
う
ち
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事

業
者
又
は
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
が
新

業
者
又
は
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
が
新

設
し
た
も
の
と
す
る
。

設
し
た
も
の
と
す
る
。
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～

略

～

略

33

36

42

45

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲

37

46

食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

38

47

の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
係

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
係

39

48

留
施
設
等
の
う
ち
、
岸
壁
の
長
さ
が
二
百
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
当
該
岸
壁
の
前
面

留
施
設
等
の
う
ち
、
岸
壁
の
長
さ
が
二
百
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
当
該
岸
壁
の
前
面

の
泊
地
の
水
深
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
敷
地
面
積
の
合
計
が
六
万

の
泊
地
の
水
深
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
敷
地
面
積
の
合
計
が
六
万

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

略

略

40

49

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
津
波
か
ら
の
一
時
的
な
避
難
場
所

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
津
波
か
ら
の
一
時
的
な
避
難
場
所

41

50

と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
堅
固
な
工
作
物
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
堅
固
な
工
作
物
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国

土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
工
作
物
と
す
る
。

土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
工
作
物
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

略

略

42

51

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次

43

52

に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

一
～
六

略

一
～
六

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
の

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
の

44

53

転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ホ
ー
ム
ド
ア
及
び

転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ホ
ー
ム
ド
ア
及
び

可
動
式
ホ
ー
ム
柵
（
こ
れ
ら
と
併
せ
て
設
置
す
る
列
車
定
点
停
止
装
置
を
含
む
。
）

可
動
式
ホ
ー
ム
柵
（
こ
れ
ら
と
併
せ
て
設
置
す
る
列
車
定
点
停
止
装
置
を
含
む
。
）
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と
す
る
。

と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
停
車
場
建
物
及
び
旅
客
用
通
路
に

政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
停
車
場
建
物
及
び
旅
客
用
通
路
に

45

54

係
る
家
屋
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
第
二
十
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

係
る
家
屋
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
第
二
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

業
が
実
施
さ
れ
た
停
車
場
建
物
及
び
旅
客
用
通
路
に
係
る
家
屋
の
当
該
事
業
実
施
後

業
が
実
施
さ
れ
た
停
車
場
建
物
及
び
旅
客
用
通
路
に
係
る
家
屋
の
当
該
事
業
実
施
後

の
床
面
積
か
ら
当
該
事
業
実
施
前
の
床
面
積
を
控
除
し
た
床
面
積
に
相
当
す
る
部
分

の
床
面
積
か
ら
当
該
事
業
実
施
前
の
床
面
積
を
控
除
し
た
床
面
積
に
相
当
す
る
部
分

と
す
る
。

と
す
る
。

～

略

～

略

46

55

55

64

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

56

65

り
証
明
が
さ
れ
た
協
定
特
定
港
湾
施
設
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ

り
証
明
が
さ
れ
た
協
定
特
定
港
湾
施
設
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路

57

66

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
地
下
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の
総
務
省
令

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
地
下
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の
総
務
省
令

58

67

で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

政
令
附
則
第

管
路
、
ケ
ー
ブ
ル
、
引
込
線
、
変
圧
器
、
保
安
開
閉
装
置

一

政
令
附
則
第

管
路
、
ケ
ー
ブ
ル
、
引
込
線
、
変
圧
器
、
保
安
開
閉
装
置

十
一
条
第
三
十

及
び
電
話
ケ
ー
ブ
ル

十
一
条
第
三
十

及
び
電
話
ケ
ー
ブ
ル

一
項
第
一
号
に

三
項
第
一
号
に

規
定
す
る
一
般

規
定
す
る
一
般

送
配
電
事
業
者

送
配
電
事
業
者

又
は
配
電
事
業

又
は
配
電
事
業

者

者
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二

政
令
附
則
第

市
内
線
路
設
備
、
市
外
線
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
を
収
容
し

二

政
令
附
則
第

市
内
線
路
設
備
、
市
外
線
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
を
収
容
し

十
一
条
第
三
十

、
又
は
保
護
す
る
た
め
の
土
木
設
備

十
一
条
第
三
十

、
又
は
保
護
す
る
た
め
の
土
木
設
備

一
項
第
二
号
に

三
項
第
二
号
に

規
定
す
る
電
気

規
定
す
る
電
気

通
信
事
業
者

通
信
事
業
者

三

政
令
附
則
第

ケ
ー
ブ
ル
、
中
継
増
幅
器
、
分
岐
器
、
分
配
器
、
電
源
供

三

政
令
附
則
第

ケ
ー
ブ
ル
、
中
継
増
幅
器
、
分
岐
器
、
分
配
器
、
電
源
供

十
一
条
第
三
十

給
器
及
び
こ
れ
ら
を
収
容
し
、
又
は
保
護
す
る
た
め
の
設

十
一
条
第
三
十

給
器
及
び
こ
れ
ら
を
収
容
し
、
又
は
保
護
す
る
た
め
の
設

一
項
第
三
号
に

備

三
項
第
三
号
に

備

規
定
す
る
事
業

規
定
す
る
事
業

者

者

略

略

59

68

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

60

69

り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
は
、
当
該
土
地
（
当
該
土
地
と
一
体
と
し
て
管
理
又
は
使
用

り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
は
、
当
該
土
地
（
当
該
土
地
と
一
体
と
し
て
管
理
又
は
使
用

さ
れ
て
い
る
土
地
を
含
む
。
）
が
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
の
い

さ
れ
て
い
る
土
地
を
含
む
。
）
が
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る

書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ
た
土
地
と
す
る
。

書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ
た
土
地
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
用
途

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
用
途

61

70

は
、
次
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途
と
す
る
。

一
～
十
一

略

一
～
十
一

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件

62

71

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
機
械
及
び
装

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
機
械
及
び
装

63

72
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置
は
、
集
会
施
設
、
研
修
施
設
、
託
児
施
設
、
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
、
農
作
業
管
理

置
は
、
集
会
施
設
、
研
修
施
設
、
託
児
施
設
、
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
、
農
作
業
管
理

休
養
施
設
、
農
業
者
等
健
康
増
進
施
設
、
地
域
休
養
施
設
又
は
生
活
安
全
保
護
施
設

休
養
施
設
、
農
業
者
等
健
康
増
進
施
設
、
地
域
休
養
施
設
又
は
生
活
安
全
保
護
施
設

に
お
い
て
農
林
漁
業
者
の
共
同
利
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
と
す
る
。

に
お
い
て
農
林
漁
業
者
の
共
同
利
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

64

73

り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
及
び
装
置
の
区
分
に
応
じ
、

り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
及
び
装
置
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
一

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
一

65

74

般
社
団
法
人
（
市
町
村
が
社
員
と
な
つ
て
い
る
も
の
で
そ
の
有
す
る
議
決
権
（
そ
の

般
社
団
法
人
（
市
町
村
が
社
員
と
な
つ
て
い
る
も
の
で
そ
の
有
す
る
議
決
権
（
そ
の

社
員
の
う
ち
に
農
業
協
同
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
農
業
協
同
組
合

社
員
の
う
ち
に
農
業
協
同
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
農
業
協
同
組
合

の
有
す
る
議
決
権
を
含
む
。
）
の
数
が
議
決
権
の
総
数
の
過
半
を
占
め
る
も
の
に
限

の
有
す
る
議
決
権
を
含
む
。
）
の
数
が
議
決
権
の
総
数
の
過
半
を
占
め
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
一
般
財
団
法
人
（
市
町
村
が
基
本
財
産
の
拠
出
者
と
な
つ
て
い
る
も
の

る
。
）
又
は
一
般
財
団
法
人
（
市
町
村
が
基
本
財
産
の
拠
出
者
と
な
つ
て
い
る
も
の

で
そ
の
拠
出
し
た
基
本
財
産
（
そ
の
基
本
財
産
の
拠
出
者
の
う
ち
に
農
業
協
同
組
合

で
そ
の
拠
出
し
た
基
本
財
産
（
そ
の
基
本
財
産
の
拠
出
者
の
う
ち
に
農
業
協
同
組
合

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
農
業
協
同
組
合
の
拠
出
し
た
基
本
財
産
を
含
む

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
農
業
協
同
組
合
の
拠
出
し
た
基
本
財
産
を
含
む

。
）
の
額
が
基
本
財
産
の
総
額
の
過
半
を
占
め
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

。
）
の
額
が
基
本
財
産
の
総
額
の
過
半
を
占
め
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

66

75

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
装
置
等
の
区
分
に
応

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
装
置
等
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

及
び

略

及
び

略

67

68

76

77

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
項

に
規
定
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る

69

78

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土

交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ

交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ
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た
固
定
資
産
と
す
る
。

た
固
定
資
産
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

略

略

70

79

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

71

80

り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
償
却
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
償
却
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次

72

81

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ
た
事
業
と
す
る
。

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ
た
事
業
と
す
る
。

一

当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る
都
市
機

一

当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
都
市
機

能
誘
導
区
域
（
次
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
都
市
機
能
誘
導
区
域
」
と
い
う
。
）

能
誘
導
区
域
（
次
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
都
市
機
能
誘
導
区
域
」
と
い
う
。
）

内
に
お
い
て
十
以
上
の
自
転
車
駐
車
場
を
用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

内
に
お
い
て
十
以
上
の
自
転
車
駐
車
場
を
用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

略

二

略

～

略

～

略

73

77

82

86

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次

78

87

に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
変
更
す
る
と
き
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
変
更
す
る
と
き
と
す
る
。

一

略

一

略

二

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
五
十
二
条
第
三

二

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
五
十
二
条
第
三

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
三
項
に
規

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
五
項
に
規

定
す
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
を
最
初
に
提
出
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
が
令

定
す
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
を
最
初
に
提
出
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
が
令

和
六
年
度
で
あ
つ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
割
合
の
算
出

和
六
年
度
で
あ
つ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
割
合
の
算
出

に
つ
き
当
該
提
出
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
雇
用
者
給
与
等

に
つ
き
当
該
提
出
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
雇
用
者
給
与
等
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支
給
額
を
用
い
た
当
該
計
画
に
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

支
給
額
を
用
い
た
当
該
計
画
に
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
中
小

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
中
小

79

88

企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
申
請
書
を
提
出
し
た
日
と
す
る
。

る
申
請
書
を
提
出
し
た
日
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
機
械
装
置
等

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
機
械
装
置
等

80

89

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

81

90

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
区
分
に
応
じ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

82

91

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

略

略

83

92

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
で
総
務
省
令
で
定
め

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
で
総
務
省
令
で
定
め

84

93

る
も
の
は
、
同
条
第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
台
の
水
平
投

る
も
の
は
、
同
条
第
五
十
項

に
規
定
す
る
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
台
の
水
平
投

影
面
積
に
相
当
す
る
土
地
と
す
る
。

影
面
積
に
相
当
す
る
土
地
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
が
充
電
に
際

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
が
充
電
に
際

85

94

し
て
駐
車
す
る
た
め
必
要
な
土
地
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
項
に
規

し
て
駐
車
す
る
た
め
必
要
な
土
地
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
項
に
規

定
す
る
充
電
設
備
に
よ
り
同
時
に
充
電
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
気
自
動
車
（
法
附
則

定
す
る
充
電
設
備
に
よ
り
同
時
に
充
電
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
気
自
動
車
（
法
附
則

第
十
五
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

第
十
五
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
台
数
に
三
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
面
積
（
当
該
面
積
が
実
際
に
要

）
の
台
数
に
三
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
面
積
（
当
該
面
積
が
実
際
に
要
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し
た
面
積
と
著
し
く
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
が
調
査
し
た
面
積
）
に

し
た
面
積
と
著
し
く
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
が
調
査
し
た
面
積
）
に

相
当
す
る
土
地
（
当
該
土
地
が
同
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
者
が
有
料
で
借
り
受

相
当
す
る
土
地
（
当
該
土
地
が
同
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
者
が
有
料
で
借
り
受

け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
土
地
が
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た

け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
土
地
が
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
減
少
し
た
当
該
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
額
及
び
都
市
計
画
税
額
に
相

こ
と
に
よ
り
減
少
し
た
当
該
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
額
及
び
都
市
計
画
税
額
に
相

当
す
る
額
が
そ
の
賃
料
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明

当
す
る
額
が
そ
の
賃
料
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明

を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る

政
令
附
則
第
十
一
条
第
五
十
項

に
規
定
す
る
償
却
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
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も
の
は
、
電
気
自
動
車
に
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
充
電
す
る
た
め
の
充
電
設

も
の
は
、
電
気
自
動
車
に
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
充
電
す
る
た
め
の
充
電
設

備
及
び
変
電
設
備
（
当
該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
が
法
附
則
第
十
五
条
第
四

備
及
び
変
電
設
備
（
当
該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
が
法
附
則
第
十
五
条
第
四

十
四
項
に
規
定
す
る
者
が
有
料
で
借
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

十
四
項
に
規
定
す
る
者
が
有
料
で
借
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
が
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
減

該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
が
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
減

少
し
た
当
該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
額
に
相
当
す
る
額

少
し
た
当
該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
額
に
相
当
す
る
額

が
そ
の
賃
料
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た

が
そ
の
賃
料
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

略

略
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